
○
座
席
ベ
ル
ト
の
装
着
義
務
の
免
除
に
係
る
業
務
を
定
め
る
規
則
（
昭
和
六
十
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
十
二
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

道
路
交
通
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
五
年
政
令
第
二
百
七
十
号
）
第
二
十
六
条
の
三

道
路
交
通
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
五
年
政
令
第
二
百
七
十
号
）
第
二
十
六
条
の
三

の
二
第
一
項
第
六
号
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
業
務
は
、
次
に
掲
げ
る
と

の
二
第
一
項
第
六
号
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
業
務
は
、
次
に
掲
げ
る
と

お
り
と
す
る
。

お
り
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

（
略
）

二

（
略
）

三

貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
（
平
成
元
年
法
律
第
八
十
三
号
）
の
規
定
に
基
づ

三

貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
（
平
成
元
年
法
律
第
八
十
三
号
）
の
規
定
に
基
づ

き
行
う
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
に
係
る
業
務
、
道
路
運
送
法
（
昭
和
二
十
六
年

き
行
う
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
に
係
る
業
務
、
道
路
運
送
法
（
昭
和
二
十
六
年

法
律
第
百
八
十
三
号
）
第
七
十
八
条
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
て
行

法
律
第
百
八
十
三
号
）
第
八
十
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受

う
貨
物
の
運
送
に
係
る
業
務
又
は
貨
物
利
用
運
送
事
業
法
（
平
成
元
年
法
律
第

け
て
行
う
貨
物
の
運
送
に
係
る
業
務
又
は
貨
物
利
用
運
送
事
業
法
（
平
成
元
年

八
十
二
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
行
う
第
二
種
貨
物
利
用
運
送
事
業
に
係
る
業
務

法
律
第
八
十
二
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
行
う
第
二
種
貨
物
利
用
運
送
事
業
に
係

の
う
ち
、
貨
物
の
集
貨
又
は
配
達
を
行
う
業
務

る
業
務
の
う
ち
、
貨
物
の
集
貨
又
は
配
達
を
行
う
業
務

四

（
略
）

四

（
略
）

五

（
略
）

五

（
略
）


